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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

安
心
安
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
き
ず
な 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

上
杉 

真
由
美 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
二
○
一
七
番
地
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
主
に
埼
玉
県
の
地
域
住
民
に
対
し
て
、
地
域
密
着
型
Ｉ
Ｃ
Ｔ
事
業
を
行
い
地

域
活
性
化
、
商
業
活
性
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
安
心
安
全
、
人
材
育
成
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

し
て
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ォ
ー
タ
ー
ワ
イ
ズ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

齊
藤 

香 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
大
間
七
五
三
番
地
の
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

こ
の
法
人
は
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
し
て
幼
児
か
ら
青
少
年
、
成
人
及
び
中
高

年
者
、
障
害
者
な
ど
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
活
動
及
び
学
術
、
文
化
、

芸
術
を
継
続
的
に
行
え
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
れ
ら
の
普
及
、
競
技
力
、
指
導
力
等
の
向
上
に

関
す
る
事
業
を
お
こ
な
い
、
地
域
社
会
全
体
の
活
性
化
を
促
す
と
と
も
に
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
及

び
文
化
等
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
よ
も
ぎ
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

東
原 

美
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
東
方
三
六
八
０
番
地
一
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
方
々
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福
祉 

 

 

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
五
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ひ
が
し
こ
だ
い
ら 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

清
水 

義
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
小
平
百
七
十
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
本
庄
市
児
玉
町
小
平
を
中
心
と
し
た
地
域
の
自
然
、
文
化
を
守
り
育
て
、
多

く
の
人
に
広
め
活
用
し
て
も
ら
う
こ
と
、
こ
こ
に
住
む
お
年
寄
り
か
ら
子
ど
も
ま
で
が
生
き
が

い
を
も
っ
て
、
健
康
で
明
る
い
文
化
生
活
が
で
き
る
よ
う
な
地
域
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ケ
岡
一
丁
目
一
六
六
番
一
の
一
部
、
一
六
七
番
一
の
一

 

部
及
び
一
九
四
二
番
四
四
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号



別図

○ 起点

埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目1942番１の最北端（全体敷地の北端）の点を通り南北方向に

引いた線を当該最北端の点を支点に左に125°回転させた線において、当該最北端の点から西

方向150mの地点。

○ 格子の回転角度 55°

起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと並行して10m間隔で引いた線を

起点を支点として右に回転させた角度。

形質変更時要届出区域



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り

全
部
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ケ
岡
一
丁
目
一
六
六
番
一
の
一
部
、
一
六
七
番
一
の
一
部
及
び
一
九
四
二

 

番
四
四
の
一
部 

二 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号



         
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号
（
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
区
域

の
指
定
に
つ
い
て
）
で
指
定
し
た
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

別
図
一
の
と
お
り
（
八
潮
市
大
字
二
丁
目

字
下
一
〇
八
八
番
一
の
一
部
） 

変 

更 
後 

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

別
図
二
の
と
お
り
（
八
潮
市
大
字
二
丁
目

字
下
一
〇
八
八
番
一
の
一
部
） 

変 

更 

前 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号



起点

10m

敷
地

境
界

敷
地

境
界

起点

10m

敷
地

境
界

敷
地

境
界

敷地境界

別　図１(変更後)

<起点>
　起点は、八潮市大
字二丁目字下１０８８
番１の最北端とする。

<格子の回転角度>
　４１°
　起点を通り東西方
向及び南北方向に引
いた線並びにこれら
と平行して10m間隔
で引いた線より構成
される格子を、起点
を支点に右方向に回
転させた角度を示
す。

形質時変更
要届出区域



<起点>
　起点は、八潮市大
字二丁目字下１０８８
番１の最北端とする。

<格子の回転角度>
　４１°
　起点を通り東西方
向及び南北方向に引
いた線並びにこれらと
平行して10m間隔で
引いた線より構成さ
れる格子を、起点を
支点に右方向に回転
させた角度を示す。

別　図2(変更前)
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告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
い
な
げ
や
志
木
柏
町
店 

 
 

 

志
木
市
柏
町
一
丁
目
九
百
三
十
番
十
四
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

・
住
宅
地
で
あ
り
住
民
の
安
全
と
通
学
路
の
登
下
校
時
と
重
な
り
又
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
も 

 
 

あ
り
高
齢
者
の
通
行
も
多
く
子
供
達
も
多
く
住
ん
で
お
り
ま
す
の
で
交
通
指
導
員
の
配
置
及 

 
 

び
進
入
禁
止
の
表
示
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

・
買
い
物
客
の
車
及
び
自
転
車
等
も
多
く
歩
行
者
も
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
交
通
事
故
の 

 

 
 

な
い
よ
う
に
交
通
指
導
員
等
の
配
置
を
望
み
ま
す
。 

 
 

・
オ
ー
プ
ン
後
、
市
道
で
の
入
庫
待
ち
車
両
が
周
辺
の
住
宅
地
へ
の
侵
入
を
さ
せ
な
い
よ
う 

 
 

交
通
指
導
員
及
び
看
板
の
設
置
や
、
お
客
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
事
、
お
ね
が
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
号
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

羽
尾
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
の
住
所
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
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清 

司 
 

 
 

職 
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旧
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野 

澤 

一 
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比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
二
五
九
六
―
一 
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同 

同 

二
三
九
二
―
一 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
一
号



埼
玉
県
告
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第
千
三
百
二
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

庄
内
領
用
悪
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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職
名 
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理
事 

 

鳴
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春
日
部
市
立
野 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
二
番
地
一 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
号
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示 

 
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 

埼
玉
教
育
会
館
三
〇
一
会
議
室 

           

平
成
二
十
二
年

十
月
十
四
日 

午
後
三
時 

平
成
二
十
二
年

十
月
十
四
日 

午
後
一
時
三
十

分 聴
聞
の
日
時 

不
動
信
用 

株
式
会
社
信
濃

住
宅 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

小
笠
原 

祥
子 

代
表
取
締
役 

森 

秀
子 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名
） 

越
谷
市
平
方
一
九
〇

五
―
二
四 

入
間
郡
毛
呂
山
町
川

角
六
九
五
―
一
〇 

被
聴
聞
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
号
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示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
四
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
七
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
管
田
五
四
一
―
二
の
一
部
、
五
四
二
―
二
の
一
部
、
五
四
三

―
二
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
五
四
一
―
二 

 
 

有
限
会
社 

笛
木
油
店 

 

 
 

代
表
取
締
役 

笛
木 

徳
廣 
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埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
五
十
一
号 

  

平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
四
区
）
に
つ
き
、
公

職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

                    
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２２年８月１日執行 埼玉県議会議員補欠選挙(西第十四区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

９，９２１，１００ 円

３ 報告書の要旨



候 補 者 氏 名 江野 幸一 所属党派 無所属 7 月 20 日から

期間 第 1 回分

8 月 5 日まで

出納責任者氏名 小川 孝

収 入 支 出

人 件 費 120,000 円

家 屋 費 4,838 円

選挙事務所費 4,838 円

集 合 会 場 費 0 円

通 信 費 0 円

交 通 費 0 円

印 刷 費 903,270 円

広 告 費 189,650 円

文 具 費 0 円

食 糧 費 83,592 円

休 泊 費 0 円

雑 費 55,000 円

そ の 他 の 寄 附 13 件 124,838 円

そ の 他 の 収 入 1,231,512 円

今 回 計 1,356,350 円 今 回 計 1,356,350 円

総 計 1,356,350 円 総 計 1,356,350 円

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 809,400円

計 809,400円

報 告 書 受 理 年 月 日 平 成 22 年 8 月 11 日 第 1 回 分
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